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お 知 ら せ
2026年１月から「下請法」※1は「取

とり

適
てき

法
ほう

」※2へ！
～規制内容の追加や規制の対象が拡大されます～

※１ 下請代金支払遅延等防止法　※2 中小受託取引適正化法

新潟市中央区東中通1-86-51 新潟東中通ビル５Ｆ
電話（025）201-6113　https://www.nipy.jp/

公益財団法人
新潟市勤労者福祉サービスセンター

新潟市が出資している法人です。
従業員１人当たり月800円で、充実した福利厚生を実現 ！

主な事業：慶弔給付、
　　　　　健康維持増進、
　　　　　自己啓発援助、
　　　　　余暇活動援助ほか

詳しいサービス内容はインターネットで

ニピイ 検索

会員募集中！

会社の福利厚生を応援します

○適用対象の拡大
・�従来の「資本金による基準」に加えて「従業員数基準（取引内容により300人または100人）」が
追加されます。
・取引種類に「特定運送委託」が新たに追加されます。�
・製造委託の対象物品に「金型以外の型等」が追加される等、製造委託の範囲が拡大。

○親事業者の義務強化
・�発注内容（給付内容・代金・支払期日・支払方法等）を、書面または電子メールなど「電磁的方法」
で明示する義務。�
・取引完了後の書類・電磁的記録を作成・２年間保存する義務。�
・支払期日は「受領日から60日以内（できる限り短く）」に定める義務が明記。�
・支払遅延・減額があった場合には、遅延利息（年率14.6％）を支払う義務。

○禁止行為の追加・明確化
・発注後に「協議に応じず一方的に代金を決定」する行為。�
・�手形払いや買取手形など、支払手段として中小受託事業者が満額を期日まで得ることが困難なも
のの使用。�
・�その他、受領拒否・支払遅延・減額・返品・買いたたき・購入強制・報復措置・不当な給付変更・
やり直し強制など��

取適法の内容や詳細なガイドブックについては、
公正取引委員会のウェブサイトからご確認いただけます

主な改正ポイント

公正取引委員会
ウェブサイト


